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火山観測体制等に関する検討会（第 12 回）議事概要 

 

１．検討会の概要 

日 時： 平成 26 年 11 月 28 日（金）10:00～12:35 

場 所： 気象庁講堂（気象庁庁舎２階） 

  検討会委員出席者：清水座長、井口、石原、大島、北川、棚田、飛田、名波、野上、

橋本、藤井、藤光、三浦、三上、森澤、森田、山岡、横山 

  気象庁出席者：西出、関田、松森、齋藤、菅野 

 

２．議事概要 

＜平成 26 年 9 月 27 日の御嶽山噴火を踏まえた今後の観測体制のあり方＞ 

 これまでの検討を踏まえて事務局が作成した緊急提言案について、各委員にご議論をい

ただき、御嶽山の噴火災害を踏まえた活火山の観測体制の強化に関する緊急提言をとりま

とめた。委員からの主な意見等は以下のとおり。 

 

○緊急提言について 

・ 御嶽山の噴火災害を踏まえた観測体制の強化であるので、提言の名称に、その旨を記載

すべき。 

・ 平成 26 年 9 月 27 日の御嶽山の噴火は多くの人命を失う災害であり、そのことを火山観

測や気象庁の火山業務の歴史の中にきちんと位置づけた記載をすべき。 

・ 水蒸気噴火の「兆候」の早期の把握が目的であることを明示すべき。 

・ 気象庁や大学、研究機関等、それぞれの役割を考慮した上で、実施主体の明記が必要。 

・ 水蒸気噴火の先行現象について、「微弱」であるなど、捉えるのが難しいという前提を

記載すべき。 

・ 兆候を早期に捉えるという意味では、中長期的には地震や地殻変動の方が地磁気や火山

ガス成分の変化より先に現れることが多いことも認識した上で、地磁気や火山ガス成分

の観測について記載すべき。 

・ 最終報告に向けての検討として、研究体制への貢献として、データの蓄積や流通の方法

についても検討するべき。また、監視や評価を行う人材については育成だけではなく、

人材の確保についても検討すべき。 

 

○その他 

・ 森澤委員から、測地学分科会地震火山部会の「御嶽山の噴火を踏まえた火山研究の課題

と対応について」の検討状況の報告。 

 

３．今後の予定 

・ 緊急提言について、本日公表する。 

・ 次回検討会については、後日日程調整。 

 

 

資料５ 


